
沖縄県立奥武山総合運動場体育施設ネーミングライツ・パートナー募集要項
１  募集目的

    沖縄県では、県有施設を有効に活用することにより、新たな歳入の確保と施設のサービス維持・向上を図ることを目的として、沖縄県立奥武山総合運動場体育施設に企業名、商品名等を冠した愛称を付与する権利（以下「ネーミングライツ」という。）を取得する企業等（以下「ネーミングライツ・パートナー」という。）を募集します。

２  対象施設

  (1) 施設名称：沖縄県立奥武山総合運動場体育施設
（武道館、奥武山庭球場、奥武山水泳プール、奥武山弓道場）
  (2) 所 在 地：沖縄県那覇市奥武山町52番地　他
  (3) 施設概要：別紙「沖縄県立奥武山総合運動場体育施設概要」のとおり

３　募集概要

(1) 対象企業等

県内に事業所を有するなど本県との関わりが深く、沖縄県立奥武山総合運動場体育施設のネーミングライツ・パートナーとしてふさわしい法人

次のいずれかに該当する者を除きます。

ア  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定により一般競争

入札の参加を制限されている者

    イ  民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続又は会社更生法（平成14

年法律第154号）による更生手続中の者

    ウ  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）で

規制される者

    エ  貸金業法（昭和58年法律第32号）第２条第１項に規定する貸金業を営む者

    オ  たばこ製造業者並びにたばこ製品の卸売業者及び輸入業者

    カ  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）に規

　　　定する暴力団の構成員等が代表者等（役員及び経営に事実上参加している者）とな

　　　っている者又は同法に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有している者

    キ  法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反した者

    ク  県から入札参加資格停止措置又は不利益処分を受けている者

    ケ  県税その他の租税を滞納している又は正当な理由なく県に対する債務を履行して

いない者

    コ  指定管理者制度を導入している施設については、現在の指定管理者の事業内容等

と競合する者（ただし、現在の指定管理者及びその関連事業者等を除く。）

    サ  その他、ネーミングライツを取得することが適当でないと県が認める者

(2) 愛称
親しみやすさや呼びやすさなど、県民等の理解が得られる愛称とします。
利用者等の混乱を避けるため、契約期間内の愛称の変更はできません。また、次の
いずれかに該当すると認められるものは、愛称として使用できません。
ア  法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反するもの又はそのおそれのある
もの
イ　公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの 
    ウ  人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

    エ  政治性又は宗教性のあるもの

    オ　社会問題その他についての特定の主義又は主張に当たるもの

    カ　誇大、虚偽であるもの又は誤認されるおそれのあるもの

    キ　個人の氏名
ク　青少年の健全な育成に反するおそれのあるもの
ケ　第三者の著作権、財産権等を侵害するおそれのあるもの

    コ　当該愛称の内容について県が推奨している等、県民の誤解を招くもの又はそのおそれのあるもの

    サ　その他、県有施設の愛称として使用することが適当でないと認められるもの

　　  ※１ 募集する名称は、施設の「愛称」であることから、条例で定めている施設の名
称等は改正できません。
　　　※２ 催事により愛称の使用ができない場合は、条例で定める施設名を使用します。

　(3) 契約期間（愛称使用期間）

      ３年間（令和８年４月１日から令和11年３月31日まで）　　

※
 契約更新を希望する場合は、優先交渉権を有します。
(4) ネーミングライツ料
      対象は沖縄県立奥武山総合運動場体育施設の４施設を一括し、希望金額については、下記のとおりとします。
　　　年額５００万円（消費税及び地方消費税別）以上
　　　但し、最低応募金額は、年額３００万円以上（消費税及び地方消費税別）とします。
　　　年度途中の契約の場合は月割りを原則とします。
      ＊(9)記載の看板等ネーミングライツの特典実施に伴う施設使用料は、ネーミングライツ料に含まれます。
  (5) 愛称の使用開始予定時期

      ネーミングライツ・パートナーとの協議により決定します。
  (6) 愛称表示の内容

　　　愛称の表示は、沖縄県立奥武山総合運動場体育施設・奥武山公園内の看板等（施設名表示や案内板）、県のホームページ及び新規に作成する印刷物（パンフレット等）とし、位置、大きさなどは那覇市屋外広告物条例等の法令を遵守することを前提とし、協議によるものとします。また、その他の表示希望については、協議の上決定します。
また、武道館については「武道館」を名称へ含めることとし、（例：○○武道館）他３施設については、「奥武山」と「施設名」を名称へ含めることとします。
（例：○○奥武山プール、奥武山○○庭球場）
(7) 愛称表示に伴う費用負担

      愛称表示（表示変更等）の費用負担は、次のとおりとします。

      なお、契約終了後の原状回復に要する費用についても同様とし、ネーミングライツ
料とは別にネーミングライツ・パートナーの負担とします。
	区      分
	費用負担
	備    考

	敷地内外の看板等の表示変更（施設名表示や案内板）※１ ※２
	ネーミングライツ・パートナー
	県が設置管理するもの



	県の印刷物や県のホームページの表示変更
	県


	新規作成分を対象とします


      ※１  県が設置管理する看板等の表示変更は、県と協議の上、変更可能な表示について、ネーミングライツ・パートナーが施工するものとします。（施工の範囲、実施時期及び内容等については、別途協議の上、決定するものとします。）
また、新規看板等の設置については、設置の可否も含めて協議します。

      ※２  屋外広告物条例等の法令の規定に基づき必要となる手続や、県以外の主体が

設置管理する道路標識等の表示変更に係る手続については、ネーミングライツ

・パートナーが関係機関と協議の上、対応していただくことになります。

(8) リスクの負担
　　　新規に設置した看板等により第三者に損害が生じた場合の負担や、施設に付けた愛

　称が第三者の商標権を侵害した場合の負担は、ネーミングライツ・パートナーが負う

こととします。

    　その他、公共工事等による施設の一定期間の使用禁止など、定めのないリスクが生じた場合は、県とネーミングライツ・パートナーが協議し、リスク負担を決定するものとします。
(9) その他特典について
　　　施設内におけるパートナー企業のPR・商品展示スペースの確保等
＊行政財産目的外使用許可申請等の手続きが必要となる場合があります。
４  応募方法
(1)  募集期間
令和７年11月14日（金）から令和７年12月15日（月）まで

  (2) 申込書類

    ア  沖縄県立奥武山総合運動場体育施設ネーミングライツ・パートナー申込書
【様式１】（登記された印鑑を押印してください。）

    イ  法人の概要【様式２】

    ウ  沖縄県立奥武山総合運動場体育施設ネーミングライツ・パートナーの申込に係る誓約書【様式３】

 エ  沖縄県との関わり、地域貢献や文化・スポーツ等に対する支援の実績及び今後の

計画等【様式４】

    オ  登記事項証明書（商業登記簿謄本、現在事項全部証明書等）

    カ  納税証明書

      (ｱ) 法人税、消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書

      (ｲ) 沖縄県の県税（県税が課税されていない者で県外に主たる事務所又は事業所を
有する者にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の都道府県税）について
未納がないことの証明書

    キ  申し込みの日の属する事業年度の前３事業年度における貸借対照表、収支決算書

その他法人の財務状況を明らかにする書類及び事業報告書その他法人の業務の内容

を明らかにする書類

　(3) 提出方法
申込書類を募集期間中に持参（土日、祝祭日除く午前９時から午後５時まで）又は

郵送（募集期間内必着）により提出してください（ファクシミリ、電子メールでの提

出はできません。）。
  (4) 提出部数

      正本１部及び副本８部
  (5) 提出先
      沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課　スポーツ振興班（沖縄県庁本庁舎8階）

      〒900‐8570  沖縄県那覇市泉﨑１丁目２番２号
(6) 留意事項

      申込に係る必要な経費等は、申込者の負担とします。また、申込書類等は返却しません。

  (7) 質問の受付等
本募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。

    ア　受付期間

     　 令和７年11月17日（月）から令和７年12月７日（日）まで
    イ  受付方法

    　　別紙「質問票【様式５】」に記入の上、ファクシミリ又は電子メールにより、
「７  問い合わせ先」まで提出してください。

※その他の方法による質問は受け付けません。また、連絡先の御記入がない場合
にはお答えできませんので、御注意願います。

ウ  回答方法

県の担当者から、電話、ファクシミリまたは電子メールにより、質問者様に
直接回答します。（企業名等を除き、質問の概要をスポーツ振興課のホームページにおいて公表する場合があります。）
５  選定方法

  　　奥武山総合運動場体育施設ネーミングライツ・パートナー選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、次の選定基準に従って総合的に判断し、ネーミングライツ・パートナー候補者（以下「候補者」という。）を選定します。
    なお、応募が一者のみであった場合も、選定委員会において県のネーミングライツ・パートナーとしてふさわしいかどうか審査し、候補者を選定します。
　　　また、候補者と契約締結に至らなかった場合、次点の者を候補者とします。

選定結果については、全ての応募者に文書で通知します。
	選定項目
	審査項目
	選定基準
	配点

	応募者について


	ネーミングライツ・パートナーとしてふさわしいか


	経営の安定性
	20



	
	
	事業内容
	

	
	
	地域活動への理解・貢献
	

	
	
	将来性
	

	
	県民に受け入れられるか

（県内における企業名の浸透度）
	県民への知名度
	10

	
	
	県民の親しみ
	

	新名称（愛称）について
	県民に受け入れられるか
	公共性・品位
	25



	
	
	親しみやすさ
	

	
	浸透しやすいか
	企業イメージとの整合性
	

	契約条件について
	県の希望するネーミングライツ料に比べてどうか
	ネーミングライツ料の多寡


	45

	合      計
	100


６  ネーミングライツ・パートナーの決定等
(1) 県は、候補者との協議（指定管理者との協議を含む）を経て、ネーミングライツ・
パートナーを決定し、契約締結後、ネーミングライツ・パートナー名、施設の愛称、
ネーミングライツ料、契約期間等を公表するとともに、各種広報印刷物やホームページ等を活用して愛称の普及に努めます。
※契約締結に係る費用は、ネーミングライツ・パートナーの負担とします。

(2) 応募内容（提出書類等を含む）及び選定結果等については、沖縄県情報公開条例

（平成13年沖縄県条例第37号）に基づき取り扱います。
７  決定の取消及び契約の解除

ネーミングライツ・パートナーを決定した後において、ネーミングライツ・パートナーが、応募資格要件（前記「３　募集概要(1) 対象企業等」に記載した要件）を欠くこととなった場合、社会的信用を損なう行為等により県又は施設のイメージが損なわれた場合等、ネーミングライツ・パートナーとすることが適当でないと認められる場合には、県はその決定の取消し又は契約の解除をすることができることとします。
この場合、契約の解除に伴う原状回復等に必要な費用は、ネーミングライツ・パートナーの負担とします。また、ネーミングライツ・パートナーの責により年度途中に契約が解除された場合、契約金額（残日数相当分）の返還は行いません。
８  問い合わせ先

    沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課　スポーツ振興班（担当：渡口）
      住  所  〒900-8570  沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号

      電  話  098‐866‐2708    
      ＦＡＸ  098‐866‐2729    
      電子メール  aa082200@pref.okinawa.lg.jp 
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